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研究成果の概要（和文）：平成27年～29年度の研究成果としては、さまざまな権限の角度からEU法の問題を扱
い、それを英語及び日本語で、また、雑誌論文、図書論文及び学会等で公表したことが挙げられる。具体的に
は、（１）EU諸機関と国内機関の権限配分、（２）EUと他の国際機関との権限配分（特にEU司法裁判所と欧州人
権裁判所）、（３）EUの権限行使による基本権の遵守（特にEU司法裁判所によるもの）及び基本権の侵害（特に
EUの立法機関によるもの）、（４）EUの下部機関への権限移譲及びEU機関間の水平的な権限配分を明らかにし
た。また、EUと第三国がFTAを締結したり、交渉したりする状況の中で、EUと日本のEPAも研究対象とした。

研究成果の概要（英文）：My research topic was competence of the European Union. I treated with 
different issues from the aspect of competence. First, the competence division between the EU organs
 and national institutions, especially the dialogue between the Court of Justice of the EU and the 
German Federal Constitutional Court. Second, the competence division between the EU and 
international Organisation (the European Court of Human Rights). Third, guarantee of the EU 
fundamental rights and use of the EU's competence. Fourth, transfer of competence to the EU's 
bodies. 
In addition, I research the FTAs which the EU concluded or negotiates because the EU and Japan 
negotiated the Economic Partnership Agreement (EPA). 
I published many articles for journal and books in English and in Japanese and made presentations at
 international conferences.

研究分野： EU法

キーワード： EU法　EUの権限　EUと構成国の権限配分　EU機関間の権限配分
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
 EU 条約及び EU 運営条約の中で権限の体系
化を行う、リスボン条約が 2009 年 12 月に発
効した。それを受け、新しい EU 法規が採択
され、また、EU 基本権憲章に拘束力が与えら
れたことにより、EU 司法裁判所の判例にも進
展が見られた。このような変化を踏まえ、新
たに EU の権限について研究を深めたいと考
えた。 
 
２．研究の目的 
 複雑さを増している欧州連合（EU）の組織
構造並びにその構成国及び他の国際機関と
の関係を、権限の観点から明らかにすること。
具体的には、（１）EU 諸機関と国内機関の権
限配分、（２）EU と他の国際機関との権限配
分（特に EU 司法裁判所と欧州人権裁判所）、
（３）EU の権限行使による基本権の遵守（特
に EU 司法裁判所によるもの）及び基本権の
侵害（特に EU の立法機関によるもの）、（４）
EU の下部機関への権限移譲及び EU 機関間の
水平的な権限配分を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 本研究の目的を達成するために、3 つの段
階を踏む。①国内外における文献収集及び分
析、②EU 権限研究の文脈における整理及び研
究の体系化、③学会発表及び論文執筆。とく
に、第 1段階では、ヨーロッパの大学、研究
機関等を訪問し、資料を収集する。また、海
外の研究者及び実務家と意見交換する。第 3
段階では、積極的に学会や国際セミナーで報
告し、また、日本語・英語で論文を公表する。 
 
４．研究成果 
 平成 27 年～29 年度の研究成果としては、
研究の目的において示したように、さまざま
な権限の角度から EU 法の問題を扱い、それ
を英語及び日本語で、また、雑誌論文、本及
び学会等で公表したことが挙げられる。 
上述した（１）EU 諸機関と国内機関の権限

配分では、特に EU 司法裁判所とドイツ連邦
憲法裁判所の裁判官対話を取り扱った（図書
④）。また、EU 司法裁判所と国内裁判所を結
びつける先決裁定手続制度の研究（判例研
究）を自治研究において隔月で公表してきた
（雑誌論文①、②、⑤、⑧、⑨、⑩、⑬、⑮、
⑯、⑰、⑱）。（２）EU と他の国際機関との権
限配分では、EU 司法裁判所の欧州人権条約の
加入問題を扱った（雑誌論文㉑）。（３）EU の
権限行使による基本権の遵守及び基本権の
侵害については、上述した自治研究に掲載し
た判例研究で個人データ保護に関連する EU
司法裁判所の判例を扱った（図書⑮）。また、
欧州逮捕状枠組決定について、論文を公表し、
シンポジウムでも報告した（雑誌論文⑪及び
学会発表④）（４）EU の下部機関への権限移
譲及び EU 機関間の水平的な権限配分につい
ては、委任された行為と実施行為に関して、
一橋 EU 法研究会で報告し、また、自治研究

において判例研究を公表した。 
 研究テーマとして、現代の課題を取り扱っ
たものとして、EU と第三国との自由貿易協定
（FTA）がある。日本も 2013 年より EU と経
済連携協定（EPA）と交渉をし始め、2017 年
12 月に交渉を終了した。この関係で論文の執
筆や報告を依頼された（雑誌論文⑥及び学会
発表①、⑥）。また、研究の目的である、権
限の観点からこの問題を分析した（雑誌論文
⑳及び図書③）。 
 国際シンポジウムを開催し、その成果を本
として公表した（図書⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、
⑬、⑭）。 
 国際シンポジムや学会等に積極的に参加
し、国際的な共同研究に道を開くことができ
た。現在もその成果を本にすべく、海外の研
究者と協力を続けている。また、公表した成
果がインターネット等を通じて知られ、新た
な論文の執筆を依頼された（図書⑦等）。 
 雑誌『自治研究』で先決裁定手続に関する
判例研究を隔月で公表している。それを通じ
て憲法や行政法の研究者の方にも関心をも
ってもらえ、公法学会で報告の機会を得た
（学会発表②）。 
 国内外における位置づけとインパクト、並
びに今後の展望について、述べておきたい。   
EU 法の研究というと、外国法の研究と位置

づけられることが多い。しかし、EU と日本は
上述したEPA及び戦略的パートナーシップ協
定（SPA）をまもなく署名する予定であり、
発効すれば、EPA と SPA は日本法の一部とも
なる。EPA と SPA には、EUと構成国の権限が
複雑に関係しており、それを明らかにするこ
とが単なる学術的な意味だけではなく、実際
的にも有用なものとなっている。EU は、日本
と EPA を締結しようとしているが、他の国、
カナダ、ベトナム、シンガポール等とも FTA
を締結したり、それを目指している。日本 EU
の EPAを日本の立場から分析検討することが
国外においても関心をもたれている。2018 年
６月末には、台湾で開催される EU 学会にお
いて、日本と EU の EPA について権限の観点
から報告する。さらに、７月には、アジア国
際法学会において、日本と EU の EPA におけ
る EU の価値の反映について報告する。さら
に、2018 年 11 月には、フランスの Rennes 大
学でのシンポジウムに招待されており、EPA
について報告することが予定されている。 
また、図書⑦、⑨、⑪等で検討した動物福

祉(Animal Welfare)は、EU における価値、動
物が痛みを感じる生物であるという捉え方
を説明している。動物福祉という考え方は日
本ではほとんど浸透していないが、動物福祉
に関する条文が EPA の中に挿入されており、
今後日本での研究の深まり及び実践が必要
となることが予想される。 
さらに、イギリスが 2019 年３月末に EU か

ら脱退することが予定されており、権限の観
点から現在研究を進めている。引き続き、さ
まざまな事象において、権限の観点から研究



を進めていきたいと考えている。 
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